
　

令和７年度

介護職員初任者研修の受講費用を助成します



　　※「介護施設等」
　　　　介護保険法第８条第１項に規定する居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉
　　 用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第26項に規定する
　　 施設サービス、第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ
     ン、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）及び同条の２
     第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所をいいます。

    ※「障害者施設等」
　       障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第２項に規定
      する居宅介護、第５条第３項に規定する重度訪問介護、第５条第４項に規定する同行援護及び第５条第５項に規定
      する行動援護を行う事業所をいいます。但し、同行援護及び行動援護を行う事業所で従事するには、実務経験が
      必要になりますのでご注意ください。


